　　　宍社協第４５号
令和８年５月１４日
ボランティアグループ代表者　様
社会福祉法人宍粟市社会福祉協議会

会　　長　　岸　本　年　生　  
令和８年度　宍粟市社会福祉協議会ボランティア活動助成金について

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本会ではグループ活動が自主的に安定的、かつ継続的にできることを支援するために、宍粟市ボランティア・市民活動センターに登録し、助成の要件を満たしているグループに対して、下記のとおり活動助成を行います。

必要とされるグループは、申請書類を提出くださいますようご案内申し上げます。
記
１．助成金額　　上限　１０，０００円
　※申請数により助成額を決定しますので、減額となる場合があります。
２．提出書類

　　・宍粟市社会福祉協議会ボランティア活動助成金交付申請書兼請求書
　　・通帳のコピー（口座名義、番号等確認できる面、残高が分かるページのコピー）

３．提出期限　　　６月　１９日（金）必着　
４．交付決定　別紙「ボランティア活動助成金交付要綱」に基づき、助成の要件を満たしているグループに交付決定を行います。
　　　　　　　交付決定後、申請書は請求書として取り扱います。

　　　　　　　

５．その他　　様式は、宍粟市社協ホームページの「資料ダウンロード」のコンテンツからもダウンロードできます。　　

※この助成金は、「赤い羽根共同募金配分金」を活用し実施します。
　　
※前年度の繰越金額によっては、助成金交付ができない場合がございますのでご了承ください。




(お問い合せ先）


宍粟市ボランティア・市民活動センター　宍粟市社会福祉協議会　℡７２-８７８７　


（提出先）


本部・一宮支部（宍粟市一宮町閏賀300　やすらぎ福祉センター）


山崎支部（宍粟市山崎町鹿沢65-3　 宍粟防災センター内）


波賀支部（宍粟市波賀町安賀232-1　宍粟市立総合教育センター（旧メイプル福祉センター内））


　　千種支部（宍粟市千種町室1060-1　 千種保健福祉センター内）








